
 

平成２５年度 第２回安曇野市スポーツ推進審議会 会議概要 

１ 審議会名 スポーツ推進審議会   

２ 日  時 平成２６年１月２２日（水） 午後７時から午後８時３０分まで  

３ 会  場 堀金公民館 ２Ｆ講義室     

４ 出席者  下里会長・中田副会長・西村委員・丸山委員・古澤委員・等々力委員・宮澤委員  

       加々美委員・臼井委員・宮島委員   

５ 市側出席者  須澤教育長・赤羽課長・竹田課長補佐・土屋主査・赤津主事・平瀬主事  

６ 公開・非公開の別  公開       

７ 傍聴人  ０人    記者  ０人  

８ 会議概要作成年月日     平成２６年１月２４日  

協  議  事  項  等 

１ 会議の概要 

（１） 開 会   （課長） 

  （２） あいさつ  （会長・教育長） 

  （３） 諮問    （教育長） 

    ① 安曇野市スポーツ推進審議会条例の説明 （課長） 

    ② 諮問    （教育長・会長） 

（４） 協議事項  （会長） 

  ① 安曇野市各種競技会及び発表会及び発表会出場者補助金交付要綱の一部改正について 

  （事務局） 

  （６） その他   （課長） 

（５） 閉 会   （会長） 

   

２ 審議の概要 

（１） 安曇野市各種競技会及び発表会及び発表会出場者補助金交付要綱の一部改正について 

（事務局より説明） 

   （事務局）まず前回質問をいただいた件について教育委員会の考えを説明する。 

① 公的機関とはなにか → 資料により説明。条例に加えるとかなりの数になっ

てしまうため、別紙などで対応する。 

② 団体とはなにか → 資料により説明。団体戦と団体は分けて考える。 

③ 交付対象者について → 資料により説明。 

④ 障害者スポーツは含まれるか → 含める。 

⑤ 障害者スポーツ大会の介助者は含まれるか → 主催者の許可を得て「介助許

可証」等の交付を受けた者は可としたい。 

    （委員）第3条の2項と4項の違いは何か。団体に所属する者は同じ者を指すのではないか。 

   （事務局）2項は個人出場の場合に該当する。4項は団体としての出場の場合に該当する。 

    （委員）ならば4項は「市内の高等学校、事業所に所属するもの」でいいのではないか。 

   （事務局）[了承] 

    （委員）監督とかコーチはどうなのか。市内在住の長野県代表等の監督は含むか。 

   （事務局）交付対象者は出場する選手に対してということなので、含まない。 

   （事務局）登録人数は、要綱に監督及びコーチも含めて記載があれば含む。 

    （委員）陸上で国体やインターハイにコーチ付きで出場する場合どうか。 

（事務局）出場選手個人が対象となるためコーチは対象とならない。 

（教育長）決めていただいた後にまた疑義の生じた場合は、また審議会に諮る。 

（委員）全国大会の監督は誰でもなれることのできない、誉高い部分があると思うので 



 

協  議  事  項  等 

（委員）対象としても良いかと思うがどうか。 

（教育長）監督とコーチの境は何か、という問題が出てきてしまう。基本は出場選手が対象

だが、6項も設けているためケース毎に対応したい。 

（委員）こういうお金はできるだけ早く、大会の前に出すことはできないか。 

（事務局）改正前は補助金であるため、かかった経費の一部を補助という形になる。そのた

め、全ての決算が済んでから実績報告を元にお支払することしかできなかった。

今回の改正では激励金となるため、大会に出場することが決まった際に早く申請

を頂ければ大会前にお支払できる。 

（課長）私たちとしてもこれからこのことをしっかり周知していかなければならないと思

っている。後からの申請になってしまう場合もあるだろうが、融通を利かせてい

きたい。 

（委員）もちろん早く頂ければありがたいが、一定の手続きが必要なのは理解する。 

（委員）本戦出場が決まったという事実があれば申請はできるのか。 

（事務局）そういうことです。 

（教育長）今までと異なり、補助金という考え方を変えて、応援できるようにする。 

（委員）（要綱に）文章化されていないもので、市内に在住する者で市街の高校または事

業所に所属する者は対象になる、ということだったが、そのように一文加えては

どうか。 

（事務局）その場合は全て1項でカバーしている。 

（委員）体育協会に、この場合は対象になるのかという確認が多くあると思うが、市内に

住所があれば対象となると答えていいのか。 

（事務局）それでいい。 

（委員）市外のチーム(団体)で出場する場合も個人申請になると思うが、申請者は誰にな

るのか。 

（事務局）事務的な話になるが、基本的には本人名義の口座に振り込む必要があるが、未成

年者の場合は保護者の口座へ振り込むようにしている。よって未成年の場合は保

護者から申請書を出して頂き、カッコ書きで本人の名前を書くようにしてもら

う。 

（委員）各競技団体が把握していないと申請漏れが多発すると思うので団体への周知をし

っかりお願いしたい。 

（会長）他に意見はないか。[なし] 

      それでは次回までに取りまとめ、答申を行うこととする。 

 


